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うつくしま☆ふくしま in京都
―避難者と支援者のネットワーク

代表 奥森 祥陽

区域外避難者の住まいの安定を求める要請書

晩秋の候ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

私たち「うつくしま☆ふくしま in 京都」は、東日本大震災と東京電力福島第一原発事
故（以下、福一原発事故）による被災者、避難者の支援を目的に結成され、2011 年 5 月
から継続的な活動を行っています。

さて、福一原発事故から 4年 8ヶ月が過ぎましたが事故は未だに収束せず、放射性物質
は放出され続けています。政府は、「帰還困難区域（年間 50mSv 以上の区域）」を除く避
難指示区域について、2017 年 3 月までに避難指示を解除し、2018 年には損害賠償を打ち
切ることを明らかにしています。また、福島県は県外避難者に対する避難用住宅の提供を

2017年 3月で打ち切り、「新たな支援策」に移行することを決めました。
私たちは、原発事故避難者を帰還させ、さらなる放射線被ばくを強要する国や福島県の

非人道的なやり方を認めることはできません。

避難指示区域外からの避難者(以下、区域外避難者）は、家族とりわけ子どもたちの被

ばくを少しでも減らしたいと願い故郷を離れましたが、好き勝手に避難した訳では決して

ありません。福一原発事故による放射能汚染により避難を余儀なくされたのです。

区域外避難者は、夫婦が別居する二重生活の世帯や母子だけの世帯も多く、経済的に厳

しい状況が続いています。さらに、事故から 4年 8ヶ月を経て避難先で新たな仕事・コミ
ュニティを得たり、子どもたちも友人関係ができ福島に帰ることを選択できない世帯も数

多く存在します。

福島県は現在、県外の避難先にとどまる避難者への新たな支援策を検討しています。地

元紙では、「民間賃貸住宅家賃の補助」については、期間を 2 年程度とし 1 年目は家賃の
１/２を補助、2 年目は家賃の 1/3 を補助すると報道されています。これでは、現在の「見
なし仮設住宅」（無償）から移転することは困難です。仮に一定限度の所得以下の世帯へ

の一定期間の家賃補助などの部分的な支援策にとどまるならば、住宅に困窮する世帯への

実効性ある政策とはいえません。

「原発事故子ども被災者支援法」の理念に基づき、「避難の権利を保障する」実効性の

ある支援策が求められています。

以上から、福島県に対して以下の点の実施について強く要請いたします。



記

１ 内堀知事が直接、避難者の意見・要望を聞き、意見交換する場を早急に設けること。

２ 福島県が実施した避難者意向調査の結果に反する「避難用住宅の無償提供の 2017
年 3月末打ち切り」を撤回し、長期無償で避難用住宅を提供（延長）すること。

３ 現在、公的住宅に入居している避難者が避難先にとどまることを希望する場合、引

き続き現住居に住み続けられるようにすること。区域外避難者の公営住宅への入居に

ついて、優先入居でなく特定入居とするよう関係機関と協議すること。家賃について

は、相当長期の間、全額を福島県が負担すること。

４ 現在、民間借り上げ住宅に住んでおり、避難先にとどまることを希望する避難者に

ついて、相当長期の間、家賃の全額を負担すること。

５ 新たな支援策の実施にともない転居が必要となった場合は、新たに住宅を確保する

ための費用や移転費用について、全額負担すること。

６ 復興予算を活用して、避難先自治体に希望するすべての避難者が入居できる公営住

宅を建設すること。新規建設が困難な場合は、民間住宅などを借り上げて希望する避

難者に提供すること。家賃は全額福島県が負担すること。

７ 以上の支援策の実施にあたり、必要な財政措置を国に求めること。また、東京電力

に対しても、適切に財政負担を求めること。

８ 福島県が実施する新たな支援策がではどこにも住宅を確保できず、現在住んでいる

公的住宅や民間借り上げ住宅に住み続けるしかない事態が生じた場合、強制立ち退き

などの強硬手段は絶対にとらないように、避難先自治体と協議すること。

９ 避難者が一人も路頭に迷うことがないよう、避難者の意見や要望を聞き、避難用住

宅の長期無償提供と同等の実効ある支援策を実施すること。
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